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設立趣意書抜粋（地区の特性等） 

 
浜須賀地区には、浜須賀地区自治会連合会に１２の単位自治会があり、自助・共助の組織とし

て、地域住民相互の連帯感、自治意識の向上を図っています。そして、自治会以外の団体も地域

課題に専門的に取り組み、地域の中で年間を通して様々な地域活動を行っています。 

一方で、急速な少子高齢化や核家族化、それに伴い生活スタイルも多様化してきており、個々

の団体だけでは解決できない様々な問題があり、地域の課題はその地域が一体となって解決して

いかなければいけない必要性が生じてきています。 

浜須賀地区においても、地域で起きている身近な問題を地域住民自身の力で解決したいという

気運が高まり、浜須賀地区自治会連合会は茅ヶ崎市が提案する新たな地域コミュニティのモデル

地区として参画することとしました。そこで、地域活動の拠点施設を管理運営する浜須賀会館管

理運営委員会とともに浜須賀地区まちのちから協議会設立準備会を組織し、地域の様々な活動を

話し合い、地域の絆づくりを進め、できるだけ多くの住民が地域のまちづくりに関わりを持って

いただくことを目的として、各種団体や地域住民が参画し協議をする場である新たな地域のコミ

ュニティ「浜須賀地区まちのちから協議会」を設立することとしました。 



認定基準確認表（浜須賀地区まちのちから協議会） 

認定基準（条例第２条第２項） 適合状況 

(1) 

①規約に、「主として活動する区域」を規定し

ているか。

規約第１条に市長が告示する浜須賀地区を協議

会の活動区域とする旨規定あり。 

②規約に規定した「主として活動する区域」

が「市長が定める認定区域」と合致している

か。

市長が告示する区域と規約第１条における協議

会の活動区域が合致している。 

(2) 

①規約に、構成員として「認定区域で活動す

る自治会」を規定しているか。

規約第５条（１）に「浜須賀地区に属する各単位

自治会の代表者」が委員である旨記載あり。（全12

自治会中、全自治会が構成員となっている） 

②構成員の一覧を記載した書類により、「認

定区域で活動する自治会が構成員となって

いること」が明確になっているか。

名簿に記載している。 

③認定区域で活動する自治会の全てが構成

員になっていない場合は、各種団体や地域住

民と連携・補完し合いながら、コミュニティ

がその認定区域の全部において公益を増進

するための活動を行うことができる体制が、

規約や活動計画書等により明確になってい

るか。

※認定区域で活動する自治会の全てが構成

員になっていない場合は、別紙「連携・補完

体制確認表」も併せて提出してください。

該当なし 

(3) 

①規約に、構成員として「茅ヶ崎市地域コミ

ュニティの認定等に関する条例施行規則第

３条第１項各号で定める団体」を規定してい

るか。

規約第５条（２）～（４）に規定している。 

（２）地域福祉全般に関する代表

①浜須賀地区社会福祉協議会

②浜須賀地区民生委員児童委員協議会

（３）スポーツ・健康に関する地域団体の代表

①浜須賀地区体育振興会

（４）青少年育成に関する地域団体の代表

①浜須賀小学校区青少年育成推進協議会

②緑が浜小学校区青少年育成推進協議会

③浜須賀小学校ＰＴＡ

④浜須賀中学校保護者会

※準委員として浜須賀小学校、緑が浜小学校、浜

須賀中学校の３校が参加している。

②構成員の一覧を記載した書類により、「規

則第３条第１項各号で定める団体が構成員

となっていること」が明確になっているか。 

名簿に記載している。 
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(4) 

①規約に、構成員として「公募により選出さ

れるもの」を規定しているか。

規約第５条（11）に規定している。 

②構成員の一覧を記載した書類により、「公

募により選出されるものが構成員となって

いること」が明確になっているか。

※不在の場合は、「現在募集中であること」、

「今後募集予定であること」が認定に必要と

なります。

名簿に記載している。 

(5) 

①規約に、「事業に認定区域に住所を有する

全ての個人が参加できること」を規定してい

るか。

規約第１０条、第２３条～第２６条に部会の規定

あり。 

②活動計画書等により、「認定区域に住所を

有する全ての個人が参加できる事業」が明確

になっているか。

活動計画書に記載している。 

(6) 

①規約に、「運営が民主的に行われる仕組み」

を規定しているか。

規約第１０条第２項及び第３項に過半数の出席、

多数決といった意思決定の方法を規定している。 

②活動計画書等により、「地域住民や事業者

等に対し、活動を周知する体制や、意見や要

望を聴取する体制が構築されていること」が

明確になっているか。

活動計画書に記載している。 

(7) 

①規約に、「目的、名称、主として活動する区

域、主たる事務所の所在地、代表者に関する

事項、会議に関する事項」を規定しているか。 

規約第１条に名称及び主として活動する区域、第

２条に主たる事務所の所在地、第３条に目的、第

７～９条に代表者に関する事項、第１０条に会議

に関する事項を規定している。 

(8) 

①規約等から、「営利的活動、宗教的活動、政

治的活動を主たる目的とする事業が行われ

ないこと」が読み取れるか。

別紙「活動計画書」、「活動報告書」のとおり、規

約第３条に規定した目的に関する事業のみを行

っている。 

②毎年度の活動計画書及び収支予算書から、

上記の項目に合致しないことが明確である

か。

活動計画書及び収支予算書で明確になっている。 
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浜須賀地区まちのちから協議会規約 

（名称及び組織） 

第１条 この会は、浜須賀地区まちのちから協議会（以下「協議会」という。）と称し、茅ヶ崎

市地域コミュニティの認定等に関する条例に規定する市長が告示する浜須賀地区（以下「浜須

賀地区」という。）の市民及び地区内で活動する各種団体で組織する。 

（所在地） 

第２条 協議会の所在地は、浜須賀会館（所在地：茅ヶ崎市松が丘二丁目８番６３号）に置

く。 

（目的） 

第３条 協議会は、地域における課題解決のため、住みよい地域社会の構築を目指し、浜須賀地

区の市民、各種団体及び市が一体となり、自主的、主体的に地域活動を行うことを目的とす

る。 

（事業） 

第４条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１） 浜須賀地区の市民及び各種団体の共通の課題解決に向けての協議、学習等に関するこ

と。

（２） 浜須賀地区の各種団体の活性化及び各種団体相互の連絡調整に関すること。

（３） 浜須賀地区の市民の参画と情報の共有並びに協働の推進に関すること。

（４） その他、前条の目的達成に必要な事業の実施に関すること。

（委員） 

第５条 協議会の委員は、次に掲げる者で構成し、委員の数は３０名以内とする。 

（１） 浜須賀地区に属する単位自治会の代表者

（２） 地域福祉全般に関する地域団体の代表

（３） スポーツ・健康に関する地域団体の代表

（４） 青少年育成に関する地域団体の代表

（５） 防犯・安全に関する地域団体の代表

（６） 防災に関する地域団体の代表

（７） 生活環境に関する地域団体の代表

（８） 文化・生涯学習に関する地域団体の代表

（９） 地域住民の交流・絆づくりの場を管理運営する地域団体の代表

（１０）協議会が推薦する者

（１１）公募により認められた者

２ 委員の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。 

３ 「公募により認められた者」にあたる委員の任期は、２期までとする。 

４ 欠員による補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （準委員） 

第６条 本会に準委員を置く。 

２ 準委員の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。 

３ 欠員による補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（役員） 

第７条 協議会に次の役員を置く。 

（１）会長   １名 
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（２）副会長 ２名 

（３）会計 １名 

（４）監事 ２名 

２ 前項の役員は、総会において、委員の中から選任する。 

３ 役員手当は、別に定める。 

（役員の任期） 

第８条 役員の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。 

２ 欠員により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなけ

ればならない。 

（役員の職務） 

第９条 役員は、次の職務を行う。 

（１）会長は、協議会の事務を総括し、協議会を代表する。

（２）副会長は、会長を補佐するとともに協議会の業務を分担する。会長に事故があるとき又は

会長が欠けたときは、あらかじめ会長が定めた順位によりその職務を代理する。 

（３）会計は、協議会の会計事務を処理する。

（４）監事は、次の職務を行う

ア 協議会の会計の状況を監査すること

イ 会長、副会長及び会計の業務執行の状況を監査すること。

ウ 前各号により不整の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。また、これを

報告するため必要があると認めるときは、総会の招集を請求することができる。 

（会議） 

第１０条 協議会の会議は、総会、役員会、運営委員会及び部会とする。 

２ 会議は、各会議を構成する者の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、総会

にあたっては委員のうち、運営委員会にあたっては委員及び準委員（以下「委員等」という）

のうち、委任状の提出があった者については、出席があったものとみなす。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 

（総会の構成） 

第１１条 総会は、委員をもって構成する。 

２ 総会の議長は、本会の会長が就く。 

（総会の種別） 

第１２条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。 

２ 定期総会は、年度当初に開催する。 

３ 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、総会を構成する者の三分の一以上から会議の目的た

る事項を示して請求があったとき及び第９条第１項第４号ウの規定により監事から請求があっ

たときに開催する。 

（総会の招集） 

第１３条 総会は、会長が招集する。 

２ 総会を招集するときは、委員に対し、会議の目的、内容、日時及び場所を示して会議の７日

前までに通知しなければならない。 

（総会の議決事項） 

第１４条 総会は、次に掲げる事項を議決する。 

（１） 事業報告及び決算に関すること。
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（２） 事業計画及び予算に関すること。

（３） 委員等の選任及び解任に関すること。

（４） 役員の選任及び解任に関すること。

（５） 規約の制定及び改正に関すること。

（６） その他、第５条に掲げる委員から提案された事項に関すること。

（総会の議事録） 

第１５条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

（１） 日時及び場所

（２） 委員の現在数及び出席者数（委任状を提出した委員も含む。）

（３） 開催目的、協議事項及び議決事項

（４） 議事の経過の概要及びその結果

（５） 議事録署名人の選任に関する事項

２ 議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人２名以上の署名押印をしな

ければならない。 

（役員会の構成） 

第１６条 役員会は、役員（監事を除く）をもって構成する。 

２ 役員会の議長は、本会の会長が就く。 

３ 役員会には、役員以外の者を出席させ、意見を聞くことができる。 

（役員会の招集） 

第１７条 役員会は、会長が必要と認めたときに招集する。 

（役員会の議決事項） 

第１８条 役員会は、次の事項を議決する。 

（１） 総会及び運営委員会に付議する事項

（２） 総会及び運営委員会において議決された事項のうち、協議会全体に係るものの執行に関

する事項

（３） その他総会及び運営委員会の議決を要しない会務の執行に関する事項

（運営委員会の構成） 

第１９条 運営委員会は、委員等をもって構成する。 

２ 運営委員会の議長は、会長が就く。 

３ 運営委員会には、委員等以外の者を出席させ、意見を聞くことができる。 

（運営委員会の招集） 

第２０条 運営委員会は、会長が必要と認めたときに招集する。 

（運営委員会の議決事項） 

第２１条 運営委員会は、次の事項を議決する。 

（１） 総会及び役員会に付議すべき事項

（２） 各部会が協議した事業に関する事項

（３） 各部会間及び各種団体間の連絡調整

（４） 各部会員の選任に関する事項

（５） 総会及び役員会において議決された事項の執行に関する事項

（６） 総会及び役員会の議決を要しない会務の執行に関する事項

（７） 協議会に寄せられた意見及び提案事項（以下「意見等」という。）に関する事項

（８） その他、委員等から提案された事項

（運営委員会の議事録） 
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第２２条 運営委員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならな

い。 

（１） 日時及び場所

（２） 委員等の現在数及び出席者数（委任状を提出した委員等も含む。）

（３） 開催目的、協議事項及び議決事項

（４） 議事の経過の概要及びその結果

（５） 議事録署名人の選任に関する事項

２ 議事録には、議長及びその運営委員会において選任された議事録署名人２名以上の署名押印

をしなければならない。 

（部会の構成） 

第２３条 委員等の他、運営委員会が選任した部会員で構成する。 

２ 部会に、部会長及び副部会長を置く。 

３ 部会の議長は、部会長が就く。 

（部会長及び副部会長の任期） 

第２４条 部会長及び副部会長の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。 

２ 補欠により選任された部会長及び副部会長の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 部会長及び副部会長は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その

職務を行わなければならない。 

（部会の招集） 

第２５条 部会は、部会長が必要と認めたときに招集する。 

（部会の協議事項） 

第２６条 部会は、所掌する事項について調査・審議し、役員会に報告する。 

２ 部会名及び所掌する事項は、別に定める。 

（事務局） 

第２７条 協議会に、事務を処理するため、事務局を置く。 

２ 事務局に、浜須賀地区の市民から役員会が推薦し、総会で承認を得た者を置くことができ

る。 

（事務局の所掌事務） 

第２８条 事務局は、次の事務を司るものとする。 

（１）会議への出席

（２）会議の開催通知書の作成及び送付

（３）会議の資料の作成

（４）会議の議事録の作成

（５）会計事務に伴う資料の作成

（６）茅ヶ崎市や関係団体との連絡調整

（７）協議会に寄せられた意見等のとりまとめ

（事業及び会計年度） 

第２９条 協議会の事業及び会計年度は、毎年４月１日より翌年３月３１日とする。 

（経費） 

第３０条 協議会の経費は、補助金及びその他の収入をもってあてる。 

（住民等からの意見等の取り扱い） 

第３１条 会議でだされた意見等のほか、浜須賀地区の市民及び各種団体から寄せられた意見等

は、事務局が取りまとめ、運営委員会に報告する。 
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（必要事項） 

第３２条 その他、協議会の運営について必要な事項は別に定める。 

附 則 

この規約は、平成２５年３月９日から施行する。 

附 則 

この規約は、平成２６年２月２２日から施行する。 

附 則 

  この規約は、平成２６年４月２６日から施行する。 

附 則 

この規約は、平成２８年３月２９日から施行する。 

附 則 

この規約は、令和３年４月２９日から施行する。 
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No. 役職 氏　名 所属団体 備考

1 会長 金子　芳郎 平和町自治会会長  市まちぢから委員 令和７年度会長就任

2 副会長 岡田　和男 浜須賀自治会会長　市まちぢから委員 令和７年度副会長就任

3 副会長 朝倉　哲男 防犯指導員代表　( 防犯部会長) 令和７年度副会長就任

4 会  計 角田　英子 協議会推薦

5 監　事 織岡　美法子 協議会推薦

6 監　事 松村　浩 公募委員 令和７年度監事就任

7 委　員 佐藤　鉄也 松浜自治会会長
令和７年度

就任

8 委　員 髙橋　雄一 三が丘自治会会長
令和７年度

就任

9 委　員 田中　英一 菱沼南部自治会会長　(広報部会ホ－ムページ)

10 委　員 三井　篤 菱沼海岸緑自治会会長

11 委　員 久木田　寛素 菱沼海岸自治会会長

12 委　員 片岡　哲 翠松会自治会会長

13 委　員 梅木　千恵子
松涛会自治会副会長
緑が浜小学校区青少年育成推進協議会会長

14 委　員 木下　裕義 浜須賀住宅自治会会長
令和７年度

就任

15 委　員 後藤　陽子 松が丘ハイツ自治会会長
令和７年度

就任

16 委　員 石川　敦子 オーベル茅ヶ崎ラチエン通り自治会会長 令和７年度就任

17 委　員 岡崎　進 防災リーダー代表　( 防災部会長) 令和７年度就任

18 委　員 清水　　孝 浜須賀会館管理運営委員会会長

19 委　員 安倍　澄子 浜須賀地区民生委員児童委員協議会会長

20 委　員 大門　則夫 浜須賀地区社会福祉協議会会長

21 委　員 福室　好夫 浜須賀地区体育振興会会長

22 委　員 横田　慎也 環境指導員代表　　( 環境部会長)

23 委　員 堤　　優子 浜須賀小学校区青少年育成推進協議会会長 令和７年度就任

委　員 谷本　みのり 浜須賀中学校学年代表者会　 令和７年度就任

委　員 放生　麻利恵 浜須賀中学校学年代表者会　

25 委　員 伊藤　豪 浜須賀小学校ＰＴＡ会長 令和７年度就任

26 委　員 大森　伸弥 公募委員

渡邊  哲也 浜須賀小学校　校長

菅野　康一 緑が浜小学校　校長

光野 勝江 地域包括支援センター「あさひ」

準委員

準委員

準委員

令和７年度　浜須賀地区まちのちから協議会名簿　　　

24
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令和７年度事業報告 

１ 会議等の実施について 

（１）総会、運営委員会、役員会 

実施日 会議の名称 主な内容等 

令和７年４月１２日 役員会 (1) 定期総会議案の確認

(2) 役員手当の改正について

(3) 部会の確認

(4) 行政からの連絡事項

(5) 諸団体からの分担金

４月２６日 総会 (1) 令和６年度事業報告

(2) 令和６年度収支決算

(3) 監査報告

(4) 令和７・８年委員及び役員の選任

(5) 令和７年度事業計画

(6) 令和７年度収支予算

５月１０日 役員会 (1) 令和 7年度新体制と役割分担

・役員・委員・部会の確認

・事業方針・予算役員手当の確認

(2) 市民のつどいの意見募集

(3) 諸団体の分担金

(4) 当面の日程

５月１７日 運営委員会 (1)市民のつどいの開催

(2)まちのちからニュース臨時号

(3)諸団体の分担金

(4)部会報告

(5)市まちぢから協議会連絡会連絡事項

(6)団体報告

６月１４日 役員会 (1)市民のつどいの開催

(2)部会連絡事項

(3)市まちぢから協議会連絡会連絡事項

(4)諸団体の分担金

７月１２日 役員会 (1)市民のつどいの準備

７月１２日 運営委員会 

※書面報告にて開催

(1)部会報告

(2)市まちぢから協議会連絡会連絡事項

９月１３日 役員会 (1)市民のつどいの振り返り

(2)令和８年度特定事業交付金申請

(3)市まちぢから協議会連絡会連絡事項

・先進都市視察研修、研修会兼懇親会の出席者募集

９月２０日 運営委員会 (1)市民のつどいの振り返り

(2)令和８年度特定事業交付金申請

前年度の活動報告書及び収支決算書 
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(3)部会報告

(4)市まちぢから協議会連絡会連絡事項

・先進都市視察研修、研修会兼懇親会の出席者募集

(5)団体報告

１０月１１日 役員会 (1)部会連絡事項

(2)市まちぢから協議会連絡会連絡事項

(3)浜須賀中学５０周年への対応

１１月１５日 役員会 (1)市民のつどい開催報告の各戸配布

(2)防災訓練の実施について

(3)部会報告

(4)市まちぢから協議会連絡会連絡事項

・先進都市視察研修参加報告（武蔵野市）

(5)会計の中間報告

１１月１５日 運営委員会 (1) 市民のつどい開催報告の各戸配布

(2) 防災訓練の実施について

(3) 部会報告

(4) 市まちぢから協議会連絡会連絡事項

(5) 団体報告

１２月１３日 役員会 (1)次年度のまちのちからニュース臨時号の編集体制

(2)視察研修会の開催

(3)部会報告

(4)市まちぢから協議会連絡会連絡事項

(5)市地域コミュニティ審議会からの答申

令和８年１月１７日 役員会 (1) 視察研修会の開催

(2) 部会報告

(3) 市まちぢから協議会連絡会連絡事項

１月２４日 運営委員会 (1) 視察研修会の開催

(2) 部会報告

(3) 市まちぢから協議会連絡会連絡事項

(4) 市地域コミュニティ審議会からの答申

(5) 自治会・関連団体報告（近況報告と子ども会の状況）

２月２１日 役員会 (1) 市まちぢから協議会連絡会連絡事項

(2) 定期総会議案の確認

３月１４日 役員会 (1) 部会報告

(2) 定期総会議案の確認

３月２１日 運営委員会 (1) 部会報告

(2)浜須賀地区次年度年間行事と広報紙への掲載

(3)市まちぢから協議会連絡会連絡事項

(4)自治会・関連団体報告（近況報告と地域課題）
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（２）自治会長会  

実施日 会議の名称 主な内容等 

令和８年１月２４日 第１回 自治会長会議 市障害福祉課に対する避難行動要支援者名簿の作成に

関する窓口は、地区民生児童委員協議会とし、まちのち

から協議会自治会長会と協議し具体的対応を行うこと

について話し合いました。 

 

（３）防災部会 毎月第３（水）１９時から自主防災会・防災リーダー中心に開催しました。 

実施日 会議の名称 主な内容等 

令和７年４月１６日 第１回 防災会議 年間計画・津波避難訓練について、DIG訓練の準備 

５月１８日 DIG訓練 地区の自治会役員対象（参加者２３名） 

５月２１日 第２回 防災会議 DIG反省会・災害時のトイレ問題、防災備品の管理と活用 

６月９日､１２日､ 避難所設営訓練 浜中、浜小各校で避難所打合せ  市主催 

６月２２日 HUG訓練  自主防災会･防災リーダー  

７月１６日 第３回 防災会議 HUG反省会 

８月 ８日 避難所開設訓練説明会 ７月３０日津波避難警報について 

８月２０日 第４回 防災会議 浜中避難所開設訓練説明会、準備 

８月２４日 浜中避難所開設訓練 防災リーダー・自治会役員対象 

９月１７日 第５回 防災会議 避難所開設訓練反省会、津波避難訓練について 

１０月１５日 第６回 防災会議 コミュニティ助成・１１月地区防災訓練について 

１１月 ８日 津波避難訓練 新ハザードマップでの訓練 市主催 

１１月１９日 第７回 防災会議 防災訓練の最終チェック、事前講習 

１１月２９日 ・地区防災訓練（浜小） 

・同日防災キャンプ 

・参加者１９３名（自治会・関係者等）。体験訓練と実技訓

練､炊き出し･配食訓練。 

・茅ケ崎トラストチームとの共催で参加者２２名。 

１２月１７日 第８回 防災会議 地区防災訓練反省会 

令和８年１月２１日 第９回 防災会議 来年度の予定・コミュニティ助成・人材育成 

２月１８日 第１０回 防災会議 年間スケジュール、各内容の見直し、個別支援の在り方 

３月１８日 第１１回 防災会議 各課題について、防火水槽等 

 

（４）広報部会 

広報編集会議 

実施日 会議の名称 主な内容等 

令和７年 ６月５日 第１回 広報編集会議 編集委員長の選出、広報紙第２６号の紙面構成の検討 

８月２０日 第２回 広報編集会議 広報紙第２６号の初稿の校正、次年度の発行計画の確認 

１０月 ９日 第３回 広報編集会議 広報紙第２７号の紙面構成の検討 

 １２月１８日 第４回 広報編集会議 広報紙第２７号の初稿の校正 令和８年度の臨時号の発

行体制と紙面構成の検討 

※各２校については、メールにて確認。 
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ホームページリニューアル作業会議

まちのちから協議会などの際に浜須賀地区のお知らせやイベントの予定や活動状況を把握し、タイムリ

ーにホームページにアップ。早ければ当日、遅くとも 3 日以内を目安に掲載し、内容を確認いただき、

修正・加筆の依頼があれば、すぐに対応しています。また、スマホでも読みやすいように文章の長さや

全体の量に気を付けています。 

（５）環境部会 

実施日 会議の名称 主な内容等 

令和７年 ５月１６日 第１回 環境指導員会議 戸別収集 

（６）防犯部会 

実施日 会議の名称 主な内容等 

通年 防犯指導員総会､キャンペーン､ 

パトロール活動など 

13 地区と寒川地区が寒川･茅ヶ崎防犯協会

に所属、防犯キャンペーン､防犯チラシを配

付。青パトで地域の見守り活動実施。 

７月＆３月 防犯ネットワーク会議 浜須賀地区の通学路の見守り活動を実施 

２ 事業の実施 

（１）すこやか赤ちゃんサポート 

概 要 浜須賀地区内の乳幼児とその保護者を対象とした支援事業です。毎月第三木曜日の９時

３０分より１２０分程度、子育ての悩みや楽しみを共有する場を設け、乳幼児の健全な

成長と保護者の悩みの解消を目的とし、地域住民同士の顔の見える関係づくりに取り組

みました。 

参加者 年間合計 保護者 １２０人 赤ちゃん１４０人 スタッフ１０６人 保健師２４人 

  月平均合計 保護者１０人 赤ちゃん１１．６人 スタッフ８．８人 保健師２人 

その他 広報や回覧にて事業の案内とあわせて随時参加の呼びかけを行いました。 

実施日 主な内容等

４月１７日 読み聞かせ絵本・赤ちゃん手遊び・制作：５月に向けて兜づくり

５月１５日 読み聞かせ絵本・赤ちゃん手遊び・制作：おもちゃ作り（ガラガラ）

６月１９日 読み聞かせ絵本・赤ちゃん手遊び・制作：７月に向けて七夕づくり

７月１７日 読み聞かせ絵本・赤ちゃん手遊び・制作：風鈴づくり

８月２１日 読み聞かせ絵本・赤ちゃん手遊び・ヨガ講師による産後ケアヨガ体験

９月１８日 読み聞かせ絵本・赤ちゃん手遊び・制作：敬老の日にための作品

１０月 ９日 読み聞かせ絵本・赤ちゃん手遊び・制作：ハロインに関するモノづくり

１１月２０日 読み聞かせ絵本・赤ちゃん手遊び・制作：クリスマス作品

１２月１８日 読み聞かせ絵本・赤ちゃん手遊び・制作：絵馬作り

令和８年

１月１５日

読み聞かせ絵本・赤ちゃん手遊び・制作：おもちゃづくり

２月２９日 読み聞かせ絵本・赤ちゃん手遊び・制作：お雛様づくり

３月１９日 読み聞かせ絵本・赤ちゃん手遊び・制作：歌詞カードづくり
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（２）広報「浜須賀まちのちからニュース」発行事業 

概 要 地域住民に「当事者として地域のことを考えてもらう」ためのきっかけづくりとして、

まちのちから協議会、自治会・各団体の活動紹介など、浜須賀地区のさまざまな情報を

掲載した広報紙を発行し情報発信を行いました。 

発行物 

号数 発行日 特集記事 

臨時号 令和７年６月１日発行 まちのちから概要と挨拶・地区イベントカレンダー 

第２６号 令和７年９月１５日発行 自治会・まちのちから協議会 

第２７号 令和８年２月１日発行 防災特集 浜須賀版防災マップ 

※５,５００部作成 各戸配布 

 

（３）市民のつどい開催 

概 要 「交通安全・自転車マナー」をテーマに浜須賀会館の目安箱で意見募集の上開催しまし

た。意見に関連した講話を警察からいただき、意見交換を行いました。その他の意見に

ついては、市から回答を当日紹介して配付資料としました。終了後は、開催報告の広報

紙を作成の上戸別配布し、自転車ルールの啓発に努めました。 

実施日 令和７年７月１２日（土） 

場 所 浜須賀会館 ２階第１・２集会室 

参加者 地域住民４０人 行政９人 

 

（４）浜須賀会館まつりに参加 

   概 要 「浜須賀会館まつり」にて防犯に関するパネル展示を行いました。 

   実施日 １０月１８日（土）～１９日（日） 

   場 所 浜須賀会館 ラウンジ 

 

（５）施設見学研修会 

概 要 地区の環境美化や環境問題を理解する一助とするため、環境事業センターの職員より講

義を受け、施設内を見学しました。また、市博物館では、「えぼし岩調査隊～どんな生

き物が住んでいるの？～」の展示等を見学し、茅ヶ崎の環境について学びました。研修

を通じて、運営委員間の親睦を深め、意見交換を行うことができました。 

実施日 １月２７日（火） 

場 所 茅ヶ崎市環境事業センター 茅ヶ崎市博物館 

参加者 １１人 

13



予算額 決算額

985,785 845,985

99,000 71,730

0 0

273,358 273,358

1,358,143 1,191,073

支出の部

予算額 決算額 市補助充当額 内　訳

　　事務消耗品費 7,000 1,443 1,443 電池1,443

　　会議費 40,000 34,680 4,269 会議資料コピー代等4,269、お茶・昼食代30,411

　　役員手当　 100,000 100,000 100,000
会長、副会長2名、会計へ各20,000
監事（令和7年度委員）2名へ各10,000

　　事業費 174,000 63,979 35,695
広報紙（市民のつどい報告）35,695

お茶・昼食代28,284

    負担金 33,000 27,000 0 まちぢから協議会連絡会等

　　その他 0 20,000 0 祝金10,000、監事（令和6年度委員）2名御礼各5,000

    市への返還金 0 108,593 -

小計 354,000 355,695 141,407

　　委託料 312,785 312,785 312,785

印刷委託（仕分け作業含む）
年間１６,５００部
臨 時 号　５，５００部（各戸配布）Ａ４・２頁
（税込 47,795）
第２６号　５，５００部（各戸配布）Ａ３・４頁
第２７号　５，５００部（各戸配布）Ａ３・４頁
（税込132,495）

 予備費 23,000 0 0
　　市への返還金 0 23,000 -

小計 335,785 335,785 312,785

　報償費 144,000 109,000 109,000

・サポーター活動費106,000（サポーター１人１回参

加ごとに１,000）

・ヨガ講師代3,000

　物品費 66,000 73,167 73,167

・事業費　　45,395（紙類、文房具、玩具材料費等）

・飲食費  22,194 （熱中症対策、イベント用）

・事務費　　 5,578（印刷代）

予備費 10,000 0 0

　市への返還金 0 37,833 -

小計 220,000 220,000 182,167

 事務消耗品費 240,000 76,810 40,200

プロパン、豚汁用お椀、コピー代、雑巾、洗剤等
53,674
（うち、13,474は分担金）
お茶代23,136

小計 240,000 76,810 40,200

208,358 202,783 -

1,358,143 1,191,073 676,559

補助金

運営費等助成 　 250,000

特定事業助成金①（広報紙発行事業）　 335,785

特定事業助成金②（赤ちゃんサポート事業） 220,000

地区防災訓練補助金    40,200

令和7年度　浜須賀地区まちのちから協議会収支決算

収入の部 (単位：円）

項　目 内　訳

特
定
事
業
費

①
（

広
報
）

繰入金

各自治会防災訓練参加費      13,900
各自治会分担金  52,330
研修会参加費  5,500

その他 利息

繰越金 前年度からの繰越金

合　　計

(単位：円）

項　目

運
営
費

特
定
事
業
費
②
（

赤
ち
ゃ

ん
）

防
災
訓
練
事
業
費

繰越金

合　　計
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令和８年度事業計画 

 

【浜須賀地区まちのちから協議会について】 

 浜須賀地区は、他地区と比べると住宅用地の割合が高く、昔から住む地域住民が多いことから、自治会

加入率 84.20％（市全体 70.49％※R7）と市内において最も高い地域です。 

 本協議会は、他地区に先駆けてモデル地区として設立し、名称も唯一の「まちのちから」協議会として

取組を進めています。 

１２の自治会と各種団体、推薦委員・公募委員の２６名により構成され、準委員として地区内の小中学

校及び地域包括支援センターを加え、地域全体で情報共有を図っています。 

 会議の開催のほか、防災、環境、防犯を中心に次の取組みを行っていきます。 

 

１ 広報・情報発信の強化                                

「浜須賀地区の一員である」という当事者意識、「住んでいて良かった」と地域を大切にする心を

持続していただくためにも、誰もが参加出来る組織の透明性、活動の民主性を高めるため、協議会の

活動紹介や取り組み状況など、浜須賀地区に関するさまざまな情報発信を行います。 

(1) 広報「浜須賀まちのちからニュース」発行事業 年３回発行 フルカラー版 

臨 時 号          ６／１（全戸配布。５,５００部）Ａ４版、４頁 

第２８号     ９／１（全戸配布。５,５００部）Ａ３版、４頁 

第２９号     ２／１（全戸配布。５,５００部）Ａ３版、４頁                  

※広報編集委員＝会長、副会長、会計、自治会長会代表、その他委員会で承認された方。  

     ※発行については、状況によって変更となる可能性があります。 

   (2) ホームページ関連 

     茅ヶ崎市まちぢから協議会連絡会が開設するホームページ内に、浜須賀地区まちのちから協議

会として、これまで発行してきた広報紙を掲載するなど、内容の充実に努めます。 

 

 ２ 視察研修の実施 

  実施日時 未定 防災センター、環境事業センターなど 

 

３ 市民のつどい開催  

  実施日時 ７月１１日（土）予定 

  テーマ  浜須賀会館の目安箱等で地域課題に関する意見を募り､行政と懇談会を行います。テー

マ・日時は､状況によって変更の可能性があります。 

 

４ 地区防災訓練の実施 

実施時期 １１月の土曜日 浜須賀中学校  (予定)         

学校における防災資器材の設置に関する訓練を、人数を限定して行います。         

実施体制や詳細な内容は､防災部会及び関係部署と協議のうえ進めます。            

当該年度の活動計画書及び収支予算書 
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６ すこやか赤ちゃんサポート事業 

絵本の開き読み、各種制作、健康づくり事業など、乳幼児とその保護者を対象とした支援事業を実

施します（年に１２回実施。1 回あたり１２０分間）。子育ての悩みや楽しみなどを共有する場を設

けることにより乳幼児の健やかな成長と保護者の悩みの解消、地域内の支え合いを通じた住民同士

の顔の見える関係づくり、子育て中の保護者の孤独予防、地域活動における担い手の発掘などに取り

組みます。 

   事業内容 

・絵本の開き読み ・手遊び ・お話しタイム ・健康アドバイス ・ボールプール・おもちゃ 

・制作（かぶと、アルバム、手形、七夕飾り、クリスマスツリー、メッセージ、お雛様など） 

・健康づくり関連（エアコン予防、乾燥予防、汗予防対策、インフルエンザ予防、離乳食について、

水分の与え方についてなど） 

 ７ 自治会長会 

   浜須賀地区内の１２の自治会長で構成されている。自治会長同士の親睦を図り、情報交換をしな

がら地域住民の福祉の向上と豊かな地域社会づくりに取り組みます。         

   実施時期 適宜 (概ね四半期毎) 

 

８ 環境部会 

地域内における環境美化に関する取り組みを推進していくため、環境指導員により構成する組織

を設置し、協議や意見交換などの取り組みを行います。                 

具体的な実施時期及び実施体制については、部会と市関連部署と協議して進めます。    

   実施時期 適宜 

 

９ 防災部会 

  地域防災力の向上を目的として、各自治会の防災リーダーにより構成される組織を設置し、防災活

動に関する意見交換及び防災対策に関する協議を行います。 

  実施時期 定例部会 毎月第３水曜日  各種訓練及び体験訓練は必要に応じて実施します。 

       ※隣地域の日程調整により若干の変更の可能性があります。 

４月 役員紹介・引き継ぎ期間（部会は原則休み、または防災リーダーへの声掛け）  

５月 新旧役員・自治会長を交えた訓練、DIG（災害図上訓練）の検討 

６月 訓練の反省会、HUG（避難所運営ゲーム）の打ち合わせ 

７月 HUG訓練の実施、防災リーダーフォローアップ研修 

８月 防災キャンプ（予定） 

９月 秋の防災訓練の組み立て・準備 

10 月 秋の防災訓練の組み立て・準備 

11 月 津波避難訓練（市主催）、地区防災訓練（11月末予定） 

12 月 地区防災訓練の反省会及び津波避難訓練反省会 

※ 避難所開設・運営訓練（松浪地区と連携での実施を検討） 
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１０ 防犯部会 

   地区防犯について、年々増加する特殊サギ被害から身を守るため、12 自治会に防犯指導員を配置

して対応します。防犯連絡所の情報を速やかに警察署、防犯協会、茅ヶ崎市関係部局と連携し被害を

未然に防止するために防犯力を高めます。 

また小学校通学路の見守りパトロールについて、PTAを始め地区の関係団体全てが、随時参加する事で地

区防犯力を高めていきます。 

   実施時期 適宜 

    令和８年４月２５日時点 

令和８年度 浜須賀地区まちのちから協議会 会議予定一覧 

会議名 日付 曜日 時間 部屋名 

役員会 令和 8年 4月 11日 土 10:00～12:00 会議室 

定期総会 令和 8年 4月 25日 土 15:00～17:00 第１・２集会室 

役員会 令和 8年 5月 16日 土 10:00～12:00 会議室 

運営委員会 令和 8年 5月 23日 土 13:30～15:30 第１・２集会室 

役員会 令和 8年 6月 13日 土 10:00～12:00 会議室 

役員会 令和 8年 7月 11日 土 10:00～12:00 会議室 

市民のつどい 令和 8年 7月 11日 土 10:00～17:00 第１・２集会室 

運営委員会 令和 8年 7月 18日 土 13:30～15:30 第１・２集会室 

役員会 令和 8年 8月 8日 土 10:00～12:00 会議室 

役員会 令和 8年 9月 12日 土 10:00～12:00 第２集会室 

運営委員会 令和 8年 9月 19日 土 13:30～15:30 第１・２集会室 

役員会 令和 8年 10月 24日 土 10:00～12:00 会議室 

役員会 令和 8年 11月 14日 土 10:00～12:00 会議室 

運営委員会 令和 8年 11月 21日 土 13:30～15:30 第１・２集会室 

役員会 令和 8年 12月 12日 土 10:00～12:00 会議室 

役員会 令和 9年 1月 16日 土 10:00～12:00 会議室 

運営委員会 令和 9年 1月 23日 土 13:30～15:30 第１・２集会室 

役員会 令和 9年 2月 13日 土 10:00～12:00 会議室 

役員会 令和 9年 3月 13日 土 10:00～12:00 会議室 

運営委員会 令和 9年 3月 13日 土 13:30～15:30 第１・２集会室 
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予算額

893,785

99,000

202,783

1,195,568

支出の部 （単位：円）

予算額 内　訳

　事務消耗品費 7,000 事務用品

　会議費 40,000 コピー、印刷、郵送料、お茶代

　役員手当　 100,000 会長・副会長・会計、監事

　事業費 109,000 視察研修、市民集会

　負担金 33,000 まちぢから協議会連絡会等

小計 289,000

　委託料 335,785

印刷委託（仕分け作業含む）
年間16,500部
臨時号＝5,500部A4 ２頁
（税込47,795）
第24号＝5,500部Ａ３・４頁
（税込132,495円）
第25号＝5,500部Ａ３・４頁
（税込132,495円）
予備費
（23,000円）

小計 335,785

　報償費 144,000
サポーター活動費
事業１２回×１２人×1,000円

　物品費 66,000

・事業費　5,000円／月（１２か月分＝60，000円）
・衛生費　3,000円
・事務費　3,000円
・予備費 10,000円

　予備費 10,000

小計 220,000

　事業費 148,000
・防災訓練に必要な消耗品及び資機材の整備
・自己負担金　60,000円

小計 148,000

202,783

1,195,568

前年度からの繰越金　  202,783

令和8年度　浜須賀地区まちのちから協議会収支予算

収入の部 (単位：円）

内　訳

運営費等助成金　 　250,000
特定事業助成金①（広報紙発行事業）　  335,785
特定事業助成金②（赤ちゃんサポート事業）220,000
地区防災訓練補助金　  88,000

各自治会防災訓練参加費　  23,000
各自治会分担金　　  52,000
研修会参加費　　  24,000

合　　計

項　目

補助金

繰越金

合　　計

項　目

運
営
費

特
定
事
業
費
①
（

広
報
）

特
定
事
業
費
②
（

赤
ち
ゃ

ん
）

防
災
訓
練
事
業
費

繰入金

　予備費
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特定事業の概要（浜須賀地区・広報「浜須賀まちのちから」発行事業）   

まちづくりにおいて住民の参加を促すには、まずは協議会活動に興味をもってもらうことが重要であ

り、まちのちから協議会をはじめとする様々な地域活動を知ってもらう必要があるため、広報活動に積

極的に取り組むこととした。 
 多角的な視点での紙面づくりを行うため、広報編集会議を設置し、令和８年３月までに全２７号を発

行している。 
 令和７年度からは臨時号を発行し、一年間スケジュールを予め掲載することで、地域行事の周知・参

加促進を図っている。 
 また各号目的意識を持ったテーマ性のある紙面づくりが行われている。 
 
（１）事業の概要 

◆事業概要 
  住民に「当事者として地域のことを考えてもらう」ためのきっかけづくりとして、浜須賀地区まち

のちから協議会の活動紹介や、浜須賀地区の様々な情報を掲載した広報紙を発行し情報発信を行う。 
◆事業の内容 
・令和７年度発行日及び発行部数 
 臨 時 号＝令和７年６月 １日（各戸配布）  ５，５００部 
第２６号＝令和７年９月１５日（各戸配布）  ５，５００部 
第２７号＝令和８年 ２月１日（各戸配布）  ５，５００部 

・体裁 
Ａ３で４頁（文字の大きさは市広報ちがさきを参考）。臨時号のみＡ４で２頁 ※両面フルカラ 

【実施主体】浜須賀地区まちのちから協議会 
【企画・編集】広報編集会議 
【印刷】委託 
【配布・回覧】浜須賀地区の各自治会、浜須賀会館、地域包括支援センターあさひに配布 

（２）事業のねらい 

浜須賀地区まちのちから協議会を中心として、様々な情報を継続的に発信することで、少しでも地

域活動に興味をもってくれる人が増えること。最終的には本協議会が浜須賀地区のまちづくりにおけ

る中心的な役割を担っていく上で極めて重要となる「担い手の発掘」につながっていくことを期待し

ている。 

 

（３）令和７年度実績  

例年どおり、本紙作成にあたっては広報編集会議を組織し、校正作業、スケジュール確認等を行って

いる。編集委員会では、よりよい紙面構成となるよう編集委員間でアイディアを出し合い、それぞれの

特技を生かした役割分担がなされている。その結果、地域活動の様子が伝わる紙面に仕上がり、大変読

み応えがある。 

令和７年度は、読者に地域活動の入口として、まずは「自治会に入っていてよかった」、「自治会に入

りたい」と思っていただく紙面づくりが心掛けられ、２６号（９月発行）は自治会活動の楽しさを、２

７号（２月発行）は防災を切り口に自治会や自主防災組織の取組みも伝えられた。 

また、各団体の地域行事について、それぞれの活動の魅力が伝わるような写真、文章とすることに継

続して取り組まれた。 
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事業実施報告書 

事
業
の
実
施
内
容 

活動内容 
浜須賀地区まちのちから協議会の活動紹介や、浜須賀地区のさまざまな情報を

掲載した広報紙を発行し情報発信を行った。 
活動期間 令和７年４月１日～令和８年３月３１日 

実施体制 
広報編集委員会にて企画 
印刷仕分け作業を委託 

周知方法  

参加者数 
広報発行対象 
約５，５００世帯 

実施日 
臨時号  ６月１日発行 
第２６号 ９月１日発行 
第２７号 ２月１日発行 

事業の目的や効果は達

成できましたか 

各自治会の戸別配布協力と浜須賀会館への配架により、地区内の住民が手に

取ることができる体制に努めるとともに、幅広い世代へ地域への関心を高める

ことを達成するため、テーマ、文章や写真を工夫しました。 
住民からも広報紙が良かったとの声をいただいています。 

事業を計画的に実施す

ることができましたか 
編集会議の開催や校正作業、印刷委託、配布等については計画通り実施する

ことができた。 
予算計画や予算配分は

適正でしたか 
予定どおり、発行することができ、概ね適正でした。 

事業の対象者となる地

域住民の意見聴取に努

めましたか 

本協議会の定例会において、事業の内容、進捗状況をお伝えし、都度アイデ

ア等を求めました。住民向けには、目安箱の設置により意見を求めています。 

一緒に活動するメンバ

ーはやりがいを感じて

いましたか 

読み手視点に立った紙面とすることに重点を置いて編集委員が記事作成を行

っており、文章、写真、地図編集など、それぞれが特技を活かし、工夫を凝ら

して活動しています。編集会議では、アイディア出しや意見交換を和気あいあ

いと楽しい雰囲気の中行っています。 

事業の実施によって地

域コミュニティの醸成

や新たな担い手の発掘

につながりましたか 

読者に地域活動の入口として、まずは「自治会に入っていてよかった」、「自

治会に入りたい」と思っていただく紙面づくりを心掛けました。２６号（９月

発行）は自治会活動の楽しさ、２７号（２月発行）は防災を切り口に自治会や

自主防災組織の取組みも伝えました。 
また、各団体の地域行事について、それぞれの活動の魅力が伝わるような写

真、文章とすることに継続して取り組んでいます。 
自治会や各団体の活動の意義を伝えるこういった地道な取り組みが、やがて

地域コミュニティの醸成や担い手の発掘に繋がることを期待しています。 

課題と今後の展望につ

いて 

若い世代の参加、担い手不足などの課題について、広報の面からもできるこ

とを継続して取り組んでいきたいと考えています。 
広報紙は速報性に課題がありますが、今年度もホームページで最新のイベン

ト情報のお知らせや実施報告を掲載して情報発信しています。 
 今後の展望としては、次年度は地域活動の拠点である浜須賀会館の紹介を予

定することで、住民間の交流に繋げたいと考えています。 

特定事業実施報告書（浜須賀地区・広報「浜須賀まちのちから」発行事業） 
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収支決算書 
 

収入 
  科   目 予 算 額  決 算 額  内        訳  

補助金 335,785 335,785 認定コミュニティ特定事業助成金 

    

    
    
    
    
    

計 335,785 335,785  
 
支出                                                                      
  科   目 予 算 額 決 算 額  内        訳  

委託料 312,785 312,785 印刷委託（仕分け作業含む） 

臨時号 ＝５，５００部（全戸配布）Ａ４・２頁、 

（税込４７，７９５円） 

第２６号＝５，５００部（全戸配布）Ａ３・４頁、 

（税込１３２，４９５円） 

第２７号＝５，５００部（全戸配布）Ａ３・４頁、 

（税込１３２，４９５円） 

予備費 23,000 

 

0  
    
    

   
 
 

   
 
 

    
    
    
    

市への返還  23,000 
 
 

計 335,785 335,785  
       
＊対象経費は、領収証等により、認定コミュニティが支払ったことが確認出来ることが必要です。 
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特定事業の概要（浜須賀地区・地域乳幼児サポート事業）  

浜須賀地区では、市が毎月開催していた乳幼児健康相談が平成２４年度より隔月開催となったことに

伴い、子育て中の保護者からは、「気軽に集まることができる交流の場」が求められており、浜須賀会

館には多くの要望が寄せられていた。

 本協議会ではこうした住民ニーズに応えるため、市と協働で企画を練り、平成２６年より乳幼児健康

相談のサポートを受けながら地域主体で、毎月開催している。 

（１）事業の概要 

◆事業概要

浜須賀地区において、乳幼児とその保護者を対象とした支援事業を実施する。(年に１２回実施。１

回あたり１２０分間) 
◆事業の内容

・絵本の開き読み ・手遊び ・お話しタイム ・健康アドバイス ・おもちゃ

・製作関連（かぶと、七夕飾り、風鈴、クリスマスツリー、お雛様など毎月季節に合わせた

作品づくり）

・健康づくり関連（ヨガ講師による産後ケアヨガ体験、熱中症対策、水分補給、離乳食についてなど）

※サポートスタッフで打ち合わせを行いながら、その時季によって事業内容を工夫している。

◆その他

地区内における事業協力者（サポートスタッフ）の発掘、育成

【実施主体】浜須賀地区まちのちから協議会

【事業運営】・浜須賀地区まちのちから協議会委員１名

・地区民生委員児童委員協議会より４名（１名協議会代表含む）

・茅ヶ崎市より保健師２名  ・ボランティア１１名（上記含む）

（広報紙やチラシにて、事業の案内とあわせて随時参加を呼びかけている）

（２）事業のねらい 

・子育ての悩みや楽しみなどを共有する場を設ける。乳幼児の健やかな成長と保護者の悩みの解消に

寄与する。

・地域内の支え合いを通じた浜須賀地区における住民同士の顔の見える関係づくりにつながる。

・子育て中の保護者の孤独予防につながる。

・参加者が、将来的な地域の担い手になる。

・サポートスタッフが多くなることで、地域の担い手の発掘に繋がる。

（本事業のほか、地域内の様々な活動に目を向けてもらえるようになる）

（３）令和７年度実績 

参加者間や地域の先輩であるスタッフ参加者の間で、子育ての悩みや地域情報を和やかに話が出来る

環境を整えられている。 

また、保護者を応援できることがスタッフにとってもやりがいに繋がっている。

参加者とのコミュニケーションを通じた意見徴収や、スタッフ間での話し合いなどを行う事業運営が

なされている。
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事業実施報告書

事
業
の
実
施
内
容

活動内容
浜須賀会館大広間にて、乳幼児とその保護者を対象とした各種支援事業（悩み相

談、手遊び、読み開き、お話しタイムなど）を実施。

活動期間 令和７年４月１日～令和８年３月３１日

実施体制

・浜須賀地区まちのちから

協議会委員１名

・地区民生委員児童委員協

議会より４名

・茅ヶ崎市より保健師２名

・ボランティア１１名

周知方法

広報「浜須賀まちのちからニュ

ース」の臨時号で地域全体に毎

月の日程をお知らせしました。

半期ごとの予定表を配布し、声

掛け運動も行っています。

参加者数

親子  ２６０人

スタッフ１０６人

保健師  ２４人

実施日
別紙「令和７年度すこやか赤ち

ゃんサポート報告」のとおり

事業の目的や効果は達

成できましたか

初めての子育てを担う親のサポートを第一に考え、不安や悩み、大変さを親同士

が話し合える空間を提供したいと考えています。相談できる地域のスタッフや

頼りになる保健師さんの協力を得て、安心して話が出来る環境を整えています。

参加者からも「幸せな場だった」、「子育てが楽しいと思えた」との声をいただき

ました。市との連携で乳幼児健康相談も年４回同じ会場で実施され、身近な地域

で健康相談と親子がリラックスできる環境を作れています。

事業を計画的に実施す

ることができましたか

計画通り実施することができました。読み聞かせ、受付等スタッフで役割分担の

上当日の運営を行っています。

予算計画や予算配分は

適正でしたか

予算内で事業を実施できました。浜須賀地区内での出生数減に伴い、他地区から

の参加者もあったものの、参加者が当初より少なくなったため、サポーター活動

費については当初見込みより減額となりました。

事業の対象者となる地

域住民の意見聴取に努

めましたか

事業実施にあたり、毎回事業終了後には振り返りと次回の打ち合わせ等を行い、 
注意する点など話し合って次回に活かしております。保健師からの貴重な情報

提供もあり、連携を密に事業を実施いたしました。参加者とコミュニケーション

を図りながら意見聴取に努めております。

一緒に活動するメンバ

ーはやりがいを感じて

いましたか

子育ての経験者として保護者を応援できることにスタッフはやりがいを感じて

います。また、保護者に「参加して良かった」と感じでいただけるよう、スタッ

フ一同配慮や工夫して活動しています。運営においては、各スタッフが主体的に

取り組めるよう心がけています。

事業の実施によって地

域コミュニティの醸成

や新たな担い手の発掘

につながりましたか

民生委員のスタッフもいるなど地域全体へこの活動が広がりをみせています。

担い手の発掘や育成は、今後の大きな課題であることから、本事業を通じ引き続

き地域の輪を広げていきたいと考えております。

課題と今後の展望につ

いて

まずはこの事業が継続していけるよう、安定した事業運営に努めていきたいで

い。また、そのためには次世代へ運営を引き継ぐ必要もあることから、引き続き

担い手の発掘にも力を入れていきたいと考えています。

特定事業実施報告書（浜須賀地区・地域乳幼児サポート事業） 
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収支決算書 
  （単位：円） 

収入

 科 目 予 算 額  決 算 額  内 訳

補助金 220,000 220,000 認定コミュニティ特定事業助成金

計 220,000 220,000 
 
 

支出

 科 目 予 算 額 決 算 額  内 訳

報償費 144,000 109,000 
・サポーター活動費 1,000円／106回

・ヨガ講師謝礼 3,000円

物品費 66,000 73,167 

・事業費 45,395円(文房具、色紙、ビーズ、シール

等材料)

・事務費 5,578円（印刷・コピー、封筒）

・飲食費 22,194円

（熱中症対策の飲み物代10,740円

イベントにて活用するお菓子・果物代11,454円）

予備費 10,000 0 

市への返還 37,833 
 
 

計 220,000 
 

220,000 
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いたか検証する可能性はあ

ります。周囲には「タイヤとお

酒は分けましょう」と言ってく

ださい。 

Q 罰金と反則金の違いは？ 

A 罰金刑は刑罰、小額でも前科がつきます。反則金

は､反則金を納めれば刑事裁判などの手続きを免除

する制度であり､罰金と異なり反則金を納めれば前科

にはなりません。 

Q 電動アシスト付き自転車は、主に前後にこどもを乗

せ歩道を走り、スピードが出ています。加害者になる

と思いますし、乗せているこどもも危ない思いをしま

す。また､夜間そのライトは歩行者にとって非常に眩し

いです。高齢者が歩道ではなく車道を走っているが、

高校生が歩道を走っています。高校生向けの講習会

も期待して見守りたい。 

A 子どもを乗せた状態で自転車事故を起こす人もい

て､共通の課題と認識しています。自転車事故防止と

して総合的な対策をすべく、今後の参考にします。 

Q 鉄砲道東海岸北五丁目交差点は交通量が増え､

歩行者が赤信号になっても渡るため、車が右折でき

ず赤信号になって曲がり､直進車がそれを見越して

赤信号でも走ります。信号機の見直し調整など､でき

ないですか。 

A 信号のサイクルは交通実態と他の信号機との兼ね

合いなどで設定されます。交通状況が実態と合わな

くなった場合の見直しは随時進めています。 

お気づきの常に危ない場所があれば、実際にその時

間帯を調査した上で必要があれば調整等も行ってい

きます。 

Q ある日､学園通りと鉄砲道の平和学園前交差点で

車線中央寄りを走る若者が､車と同じように右折した。

良いのか？ 

A 車と違い、二段階で曲がります。信号がなくとも同

じです。 

2025

５1２

0

 令和７年（2025 年）７月 12 日㈯13:30～15:30 浜須賀会館で開催しました。 

目安箱で交通安全・自転車マナー、防災について意見募集の結果、自転車の取締りに意見も見られたことから、

市長、市幹部６人のほかに、今年は茅ケ崎警察署から２人の講師をお迎えしました。  

地域の皆さん４０人と来年４月から改正される自転車交通ルールを中心に、意見交換を行いました。 

当日基調報告資料は､浜須賀会館ロビ－低層ロッカ-｢まちのちから｣庫から入手可能です｡ 

当日の質疑応答 

Q 飲み会の席に自転車で来た人が、自転車は乗ら

ないで押して帰ると言う。本当に自転車を押して帰っ

たが、実際は途中で自転車に乗っていたとしたら、周

囲の人も、酒気帯び運転の幇（ほう）助になりますか? 

A ケースバイケースですが、どの程度「この人は飲酒

運転するのではないか」と思って

Q参加者質問 O 参加者意見 A 警察回答 

A 茅ヶ崎市くらし安心部回答 

 

 第１０回浜須賀地区市民のつどい 
 

 概要報告 

現在の自転車の取締り状況 

〇斜め横断、一時不停止等を見かけるとのことですが、自転

車の運転手にも安全運転や安全確認の義務はあります。青

切符制度開始前で警告カードを交付しています。悪質・危険

な交通違反には赤切符を出す

こともあります。

自転車の走行ルール

〇普通自転車歩道通行可の標識 

がある場合、自転車は運転手の年 

齢を問わず歩道を走れます。歩道 

は歩行者優先であり、「歩道の車道側をゆっくり走る」ルールが

あります。歩道は車道側を相互通行できます。 

鉄砲道の車道に自転車通行帯があり、自転車の数が多く、歩

道の通行量が増えると危ないので、車道も安全に走れるようにし

ています。自転車の通行は車道の左側が原則で、歩道は例外

です。二重線の歩行者専用路側帯は内側走行不可です。 

自転車関連の法改正について 

〇スマホをいじりながらの注視・通話運転、酒気帯び運転とその

幇（ほう）助は去年罰則が強化され、現在は拘禁刑や罰金です｡ 

〇反則通告制度は１６歳以上が対象で、ながらスマホ12000円

赤色等信号無視や車道右側通行6000円､一時不停止5000円。

〇取締りは、指導警告、悪質危険な行為は刑事手続き、また、

反則行為は反則通告制度になります。 

〇一定の危険行為をして、事故や青切符を3年間で２回以上

した場合は、反則金等とは別に自転車運転者講習の受講命令

が出て、講習料6150円を払って3時間の講習になります。一

時不停止も危険行為で青切符対象です。 

〇自転車での飲酒運転も取締りの対象で、自転車等で転んで

自分で対処中に、通りがかりの人が救急車を呼び、消防からの

警察へ届け出義務により発覚することもあります。

 〇５０ｃｃのバイクの生産終了で、原付免許で運転できるのは、

最高出力４．０ｋＷ以下に制御した総排気量１２５ｃｃ以下の 二輪

車。この新基準原付は、白色のナンバープレートがついていま

す。特有のルール、交差点での二段階右折や、制限速度が30

ｋｍ/h、片側二車線の道路では左側の車線を走行するなど、は

全く変わりません。 

茅ヶ崎警察署の基調報告

 浜須賀地区まちのちから協議会 

発行責任者 会長　金子　芳郎



O 目安箱の意見で、こどもの自転車マナーを学校､先生
に指導して欲しいと意見がありました。本来､それは親の役
目ですが、親が理解していないから、子にしっかり教えら
えないのが原因だと思い、こども向けの交通安全教室に
親も参加できるようにしたらと思います。 

また、どこでも渡る、斜め横断するなど、マナーの悪い

高齢者も多いと思います。 

啓発を学校任せにするのではなく、親や高齢者をどう巻

き込むかをポイントとしていただきたいです。 

A 保育園、幼稚園の交通安全教室で、保護者の参加も呼

びかけていて、小学校も同様です。小３、小５の自転車教

室のほか、小１向けに歩行教室も行っています。認識は同

じで、保護者にも来てもらえるような機会を設けたら良いと

考えます。大人がルール守って見本を示さなければと思

います。 

O 登校時、同行保護者と子の並走や保護者同士の並走

も多いです。学校の交通安全教室に保護者を呼ぶ際、働

いている人も多いので、計画的に人を呼べるようにお知ら

せしていくのがいいと思います。 

O 小学生から高校生まで、

警察や学校が講習を行いあり

がたい。電動アシスト付き自

転車は前後に子を乗せ信号

無視して左折するなど、危な

い。購入時に講習を義務化し

た方がいいのではないか。 

O 売る側の責任があり、売る

側が指導してほしいです。 

Q 自転車は乗ったまま横断歩道の通行ができますか？横
断歩道は自転車を降りて通行するということではなかった

ですか？ 

A 横断歩道は歩道と繋がっているので、歩道を走ってい
る自転車はそのまま横断歩道を渡ることができます。ただ

し、歩行者がいる場合は降りて押して通行してください。 

Q 辻堂西海岸の大型ｽｰﾊﾟｰ前は､かなり前からスクラン

ブル交差点です。歩行者が多い中､自転車を乗って渡る

人がいます｡また、スクランブル交差点では車用信号で渡

人もいますが、正しいですか？ 

A 自転車は、スクランブル交差点で車道を走った場合は

車両用信号､歩道を走った場合は歩行者用信号です。 

横断歩道は「歩道」なので、歩行者が安全に渡るための

場所です。「車両」である自転車は歩行者を最優先、歩行

者の通行を妨げてはいけません。自転車に乗って横断歩

道を通りたいなら､歩行者が捌けるのを待って通行します。

歩行者を押しのけたり、ジグザグ走行をしてぶつかり

O 自転車は手軽に乗れるが、乗る時は自動車運転と同じ

位の配慮が必要ですが､自転車は好き勝手走っている印

象があります。自転車も乗れば車の仲間入りという意識の

人が少なく、啓発が必要だと思います。看板を立てるなど､

自治会でも何かできれば良いと思います。 

Q 東海岸北五丁目交差点は右折矢印信号があります。

交差点で右折矢印信号を設置する際､道路幅等などの基

準はありますか？ 

A 車が待機できる車線がある場合のみ設置できます｡上

下線で道路幅員が違うことで､待機スペースが片側しかな

い場合､上下線で片側だけ矢印信号があることもありま

す。大抵時差式で制御しているので信号に従って下さい。 

Q  70 歳以上は自転車で歩道を通行できるとか年齢制限

がありますが、警察はどのように確認しますか。歩道を走る

場合、左側の車道にある自転車専用通行帯に危険を感じ

ます。歩道走行が安全だが､その際は左側通行ですか？ 

A 歩道を走るときは右側左側を問わず車道側をゆっくり走

るのが決まりです。相互通行になりますので、対向からも

自転車が来るので危ないです。交通安全の教則では、自

分が左によけ相手を右に見てよけまし ょうとしています。

年齢チェックより、決まりを守ろうとお伝えしています。

Q 交差点の自転車停止位置について、車道や自転車専

用レーンでは停止線で止まり、歩道走行は歩道先端で止

まります。車道を走る自転車が交差点手前で歩道に入り、

歩道の先端まで行くのを見かけますが、いいのですか？ 

A 歩道走行ができる 70 歳以上の方という前提でお話す

るとして、自転車が車道から歩道に上がることは問題なく、

その方法が安全な交差点はありま

す｡車道であれば車の停止線で

止まり、歩道であれば、歩道の際

は歩行者同様危ないので一歩

下がってください。歩行者と同じ

基準の停止となります。 

Q 神奈中バスが大幅減便で、自

転車に乗る人が増えると見込まれ、今日のお話しはとても

貴重ですが、来場者にしか知られない。どのように広めて

いきますか。パンフレットは出ていますか。 

A 県の交通安全担当課から自転車ﾙｰﾙﾌﾞｯｸ冊子が出て

いて、警察署と市役所(安全対策課)にあります。 

 また、講習会を茅ヶ崎市交通安全対策協議会と共催して

います。ルールは教育が大切です｡今年度は､３年生と５

年生､特に５年生は実車と座学で２時限の講習を行ってい

ます。講習教育が届かない対象への周知については、自

治会未加入者にどう情報を届けるか苦慮しています。車の

免許保持者は更新時等で法改正に触れますが、免許を

持たない人にどう伝えるか。「自治会」や「まちのちから」の

協力が助かります。 

そうになった

りは良くない｡

お互いが怖い

思いをしない

通り方をして

ください。 

入      自転車は車 自転車は左側通行            逆走は危険⚠ 🏃歩道は歩行者優先 自転車は車道  守ろうルールを!! 

自転車ルールブック  

神奈川県・神奈川県警察 
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●浜須賀会館

●サポートはますか

◉松が丘ハイツ
◉菱沼南部

◉平和町

◉松浜

◉菱沼海岸

◉菱沼海岸緑
◉浜須賀住宅

◉松涛会

◉翠松会
◉浜須賀
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倉
哲
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ひばりが丘（除く：松浪地区ひばりが丘自治会）、旭が丘､松が丘、菱
沼海岸、白浜町、平和町、浜須賀の７町が浜須賀地区です。12自治
会区域に区分されます。地区内の全世帯や地区内で学ぶ人、働く人
が、地区イベントや防災・防犯・環境部会などに参加出来ます。

防災部会

防犯部会

広報部会

環境部会

自治会長会

12
自治会 各種

団体

浜須賀小学校・緑が浜小学校・浜須賀中学校

浜小学区青少年育成推進協議会

浜須賀中学校学年代表者会

浜須賀小学校 PTA

緑小学区青少年育成推進協議会

浜須賀会館

民生委員児童委員協議会 体育振興会

社会福祉協議会 サポートはますか

2025

6

包括支援センターあさひ

各種
団体

より良い浜須賀地区のために
それぞれの垣根を越えて
みんなで協議し、課題解決に
向けた取り組みを行います。

自治会



令和7年度 浜須賀地区イベントカレンダー

開催場所

火～土曜日
囲碁  ■

木・土曜日
健康麻雀  ■

月・火・木・金曜日
サポートはますか ●

月・火・木・金曜日
ほっとスペース  “いおり”  ●

第１火曜日   ※8月・3月は休み
シニアエアロビック教室  ■
第1水曜日
歌体操ねぼし  ■

第２水曜日
シニアヨガ教室  ■
第２水曜日
福祉なんでも相談 ●
第２水曜日
ほっとカフェ  “庵” ●

第２水曜日
転倒予防教室  ■

第２金曜日
サロンはますか ● ※8月は休み

第３火曜日   ※8月・3月は休み
シニアエアロビック教室  ■
第3水曜日
歌体操ねぼし  ■

第４水曜日
シニアヨガ教室  ■
第４金曜日
サロンはますか ● ※12月は休み

浜須賀会館

サポートはますか

その他
6
月

1
月

2
月

3
月

10
月

11
月

12
月

7
月

8
月

9
月

２
０
２
５
年

２
０
２
５
年

２
０
２
５
年

２
０
２
５
年

２
０
２
6
年

２
０
２
6
年

● 浜須賀地区まちのちから協議会
■ 浜須賀会館管理運営委員会
▲ 浜須賀地区体育振興会
● 浜須賀地区社会福祉協議会
■ 市

主催者
6月1日（日）
美化キャンペーンクリーン茅ヶ崎  ●
※菱沼海岸信号下受付

6月8日（日）
球技大会 ▲ 浜須賀小学校

6月19日（木）
乳幼児健康相談  ■

6月19日（木）
すこやか赤ちゃんサポート ●

6月20日（金）
ふれあい昼食会 ●

・三が丘自治会
・松が丘ハイツ自治会
・菱沼南部自治会
・オーベル茅ヶ崎ラチエン通り自治会

7月12日（土）
市民のつどい ●

7月17日（木）
すこやか赤ちゃんサポート ●

夏休み中
はまかんこどものいえ

7月26日（土）
納涼祭  ▲ 浜須賀小学校

夏休み中
はまかんこどものいえ

（最終日ははまかん こどものいえまつり）

8月3日（日）
みどりの子  縁日・映画会

緑が浜小学校

8月21日（木）
すこやか赤ちゃんサポート ●

9月13日（土）
敬老のつどい（85歳以上）●

9月18日（木）
乳幼児健康相談  ■

9月18日（木）
すこやか赤ちゃんサポート ●

10月5日（日）
体育祭 ▲ 浜須賀小学校

10月9日（木）
すこやか赤ちゃんサポート ●

10月12日（日）
体育祭予備日 ▲ 浜須賀小学校

10月18日（土）・19日（日）
浜須賀会館まつり■

11月8日（土）
スタンプラリートレジャーハンター

11月21日（金）
ふれあい昼食会 ●

・松浜自治会　・平和町自治会
・菱沼海岸緑自治会
・菱沼海岸自治会

11月20日（木）
すこやか赤ちゃんサポート ●

11月29日（土）
地区防災訓練● 浜須賀小学校

12月18日（木）
乳幼児健康相談  ■

12月18日（木）
すこやか赤ちゃんサポート ●

1月12日（月・祝）
高南一周駅伝  ▲ 柳島

1月15日（木）
すこやか赤ちゃんサポート ●

1月16日（金）
ふれあい昼食会 ●

・浜須賀自治会　・翠松会自治会
・松濤会自治会
・浜須賀住宅自治会

2月19日（木）
すこやか赤ちゃんサポート ●

3月19日（木）
乳幼児健康相談  ■

3月19日（木）
すこやか赤ちゃんサポート ●

春休み中
はまかんこどものいえ

2025年（令和7年）6月　臨時号　発行：浜須賀地区まちのちから協議会編集会　発行責任者：金子芳郎
茅ヶ崎市松が丘2丁目8番63号　TEL 0467（87）1101　印刷：有限会社仲手川印刷　TEL 0467（85）2718
茅ヶ崎市浜須賀地区まちのちから協議会HP　https://chigasaki-machiren.org/hamasuka/

毎　週

毎　月

※日程は今後変更される場合があります。
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